
 大和市柳橋ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月２５日 

大和市長 古谷田  力   

 

大和市条例第２４号 

大和市柳橋ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例 

大和市柳橋ふれあいプラザ条例（平成５年大和市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

別表第１第１集会室の項中「６００円」を「７５０円」に、「７５０円」を「９００円」

に改め、同表第２集会室の項中「３００円」を「３５０円」に、「４００円」を「５００

円」に改め、同表会議室の項中「２００円」を「２５０円」に改め、同表調理実習室の項

中「２００円」を「２５０円」に、「２５０円」を「３００円」に改める。 
 

別表第２中 
中学生

以上 

１回につき １００円 中学生

以上 

１回につき ３００円 
を 

 

大人 １回につき ２００円 大人 １回につき ４００円 
に改め、同表備 

中高生 １回につき １００円 中高生 １回につき ３００円 
 

考第１項中「１回」を「この表において「１回」」に改め、同表備考第２項を次のように

改める。 

２ この表において「中高生」とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者（小学生及び幼児を除く。）をいう。 

別表第２備考第３項中「小学生」を「この表において「小学生」」に改め、「学校教育法」

の次に「（昭和２２年法律第２６号）」を加え、同表備考第４項を次のように改める。 

４ この表において「幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

附則の改正規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

「 

「 

」 

」 



２ この条例による改正後の大和市柳橋ふれあいプラザ条例（以下「新条例」という。）

第２４条第１項の規定により使用料を納付させることその他新条例を施行するために

必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。


